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広島市の概況 

1 



2 



１ 都市概況 
○市域面積～905.41㎢ 
○人口～ 1,173,843人 
   （国勢調査：平成22年10月１日） 
○人口密度（面積１㎢当たり） 
  ・全   市～約1,300人 
  ・デルタ部～約5,000人 
  ・周 辺 部～ 約   800人 
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２ 地 勢 
 丘陵地・台地は低地に隣接し、東部、西部地区
に存在する。 

平地部の基盤高（基準面T.P）の概況は、北部か
ら南部にかけて緩やかに傾斜している。 

山地は北部、東部、西部にあり、標高600ｍ以
上の山岳も多く点在している。 

水と緑に恵まれた都市景観を与えている反面、
土地利用の面で地形上の制約となり、市街地で
の洪水や高潮による災害、周辺山麓部でのが
け崩れや土石流による災害の発生の危険性が
ある。 
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３ 地 質 
  
市街地の大半は砂層、シルト、粘土層、砂
礫層からなる軟弱な地層であり、構造物の
建築に際しては、耐震に一段の考慮を必
要。 

周辺部では花崗岩の風化層の崩壊による
がけ崩れや土砂流出等の災害のおそれが
ある。 
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４ 気 候 
  

• 気候は温暖で降水量が少ない、いわゆる瀬戸
内気候区に属している。 

• 月平均気温は１月5.3℃、８月27.9℃、年平均
16.1℃と比較的温暖である。 

• 降水量は、年平均1,540.6mmと瀬戸内気候区と
してはやや多い。これは、夏は南寄りの風が多
雨をもたらすことがあるためである。 

• 特に被害を与えるような強い風はほとんど台風
によるもので、その時の風向は南又は北が多く
なっている。 
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５ 広島市の災害環境 
  
⑴ 台風常襲地帯 
   昭和34年、台風常襲地帯における災害の防除
に関する特別措置法 

⑵ 浸水想定区域（洪水） 
      平成13年、水防法（太田川、根谷川等） 
⑶ 土砂災害警戒区域 
   平成15年3月、土砂災害防止法により 
   全国で初めて土砂災害警戒区域が指定 
※ 地震：地震被害想定調査 
     （５つの想定地震） 
  高潮：沿岸部は、ほぼ毎年浸水被害 
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対象 土石流危険渓流
急傾斜地

崩壊危険箇所

全国 183,863 330,156
広島県 9,964（全国１位） 21,943（全国１位）
広島市 2,402（県内１位） 3,634（県内１位） Ｈ１４年４月現在

Ｈ１５年３月現在

広島市の土砂災害危険箇所図 
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6.29広島豪雨災害 

発生：1999.6.29 
死者：20名 
負傷者：45名 
住家の全壊半壊：116棟 
住家の一部破損：85棟 
床上・床下浸水：575棟 
土砂災害：596件 
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魚切地区 
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広島市の災害応急組織 
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第３章 災害応急対策 
 
第１節 方  針《消防局防災課》 

 
この計画は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、被害の発生の防ぎょ又は拡

大防止に関して迅速かつ実効ある措置を期するために必要な諸対策について規定するものとし

その内容については、以下の各節に定めるところによる。 
 
 
第２節 災害応急組織の編成・運用  
 

市域における災害に関する情報の収集、警戒及び応急対策の実施に当たっては、本市の災害

応急組織を編成して対処する。 
 

第１ 本市の災害応急組織《消防局防災課》 
  次の災害応急組織を全市単位又は区単位に編成する。 

１ 災害警戒本部 
消防局長を本部長とし、市長事務部局のほか、行政委員会事務局等の通常の行政組織を

基本として編成するものであり、大規模に及ぶおそれのある災害の発生を警戒するととも

に、速やかに災害対策本部に移行し得るよう準備を行うために設置し、情報収集、警戒巡

視、広報活動、関係機関への通報・連絡等を行う。 
２ 災害対策本部 

市長を本部長とし、市長事務部局のほか、行政委員会事務局等の通常の行政組織を基本

として編成するものであり、大規模に及ぶおそれのある災害に対処するために設置し、水

防活動、人命救助その他の災害応急活動を行う。 
 

第２ 勤務時間外における初動体制の確保《各局等、各区、消防局防災課》 
 １ 消防局危機管理部の連絡体制 
   消防局長は、勤務時間外(広島市の執務時間に関する規則（平成３年 10 月 8 日規則第 74

号）で規定する時間以外の時間)の初動体制を強化するため、消防局危機管理当番を設けて、

毎日 2 名 1 組の職員を指名する。 
   指名された職員は、その勤務時間外においては、消防局通信指令室等から気象及び災害

に関する情報を受けた場合は、直ちに登庁し、その情報の収集等を行い、消防局長へ報告

するとともに、職員の動員等の初動対応に当たる。 
 ２ 各局・区等の連絡体制 
   各局・区長等は、必要に応じて情報収集等の初動対応を行う職員をあらかじめ指名する

ことができる。 
   指名された職員は、消防局通信指令室等から気象及び災害に関する情報を受けた場合は、

必要に応じて登庁し、その情報の収集等を行い、各局・区長等へ報告するとともに、職員

の動員等の初動対応に当たる。 
 
第３ 災害警戒本部《消防局防災課》 

１ 設置及び廃止 
⑴ 設置 

消防局長は、市域において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、次の⑵に 14 



定める設置基準に基づき、市災害警戒本部並びに必要と認める区に区災害警戒本部を設

置する。なお、消防局長に事故があるときは、危機管理部長、防災課長の順に設置を命

令する。 
消防局長は、災害警戒本部を設置したときは、直ちにその旨を市長に報告するととも

に、防災関係機関・部局、広島市防災会議の委員に通知し、報道機関や防災行政無線等

を通じて市民に公表する。 
 

災害警戒本部の設置（又は廃止）の手続き及び連絡系統 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑵ 設置基準 

設 

 

置 

 

基 

 

準 

ア 気象台から大雨又は洪水に関して注意報が発表され、かつ、市域に大雨注意報の

発表基準に相当する降雨があると予測されるとき。 

イ 気象台から高潮に関して注意報が発表され、かつ、今後も潮位の上昇が見込まれ

るとき。 

ウ 国土交通省と気象台が共同で太田川はん濫注意情報を発表したとき。 

エ 国土交通省からの洪水に関する情報に基づき、県から体制をとる必要がある旨の

通報があったとき。 

オ 市域に震度４の地震が発生したとき。 

カ 気象庁が広島県に「津波注意」の津波注意報を発表したとき。 

キ 前記のほか、市長が必要と認めたとき。 

摘 

 

要 

① 下線部は、自動発令とする。 

② 震度は、気象庁の発表震度の最大値とする。 

③ 広島県に「津波注意」の津波注意報の発表のみの場合は、安佐北区を除く。 

※区単位で警戒活動が必要と認めたとき。 

指 

令 

 

市  長 

警 防 課  防 災 課 

消  防  局 

防災関係機関 

 

指定地方行政機関、

県、県警察、指定公共

機関、指定地方公共機

関、公共的団体等 

報 道 機 関 

副 市 長 

消 防 署 本庁各局 
      

会 計 室 
水 道 局 
病 院 事 業 局 
教育委員会事務局 

区 役 所 

広報担当部課 

企画総務局広報課 

消防局予防課 
市 民 

通知 

報告 報告 

広

報 

通知 報道 

指 

   

令 

広

報 

※事前協議 

防災関係部局 

防災会議

委 員 

指 

令 
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⑵ 体制及び設置基準 
災害対策本部は、災害の発生又は発生のおそれのある場合に予想される災害の規模、

被害の程度に応じて、次の基準により体制を区分して設置する。 
 

 
⑶ 体制の伝達（自動発令の場合を除く。） 

ア 勤務時間内の場合 

消防局は、体制発令の内容等を各局等及び各区へ連絡する。 

イ 勤務時間外の場合 

(ｱ) 消防局は、体制発令の内容等を各局等及び各区の職員のうち、あらかじめ定める

者に連絡する。 

(ｲ) 前記(ｱ)の連絡を受けた者は、この計画に定める市災害対策本部及び区災害対策

本部の分掌事務に従い、その旨を関係課のあらかじめ定める者に連絡する。 

ウ 連絡の方法は次のいずれかによる。 

(ｱ) 電話、防災行政無線、携帯電話等の活用 

体制 設   置   基   準 

第 
 

一 
 

次 
 

体 
 

制 

ア 市域に大雨注意報の発表基準に相当する降雨があり、被害の発生が予測される
とき。 

イ 気象台から大雨又は洪水に関して警報が発表され、かつ、市域に大雨警報の発
表基準に相当する降雨があると予測されるとき、又は広島地方気象台と広島県土
木局砂防課が土砂災害警戒情報を発表したとき。 

ウ 気象台から高潮に関して警報が発表されたとき。 
エ 国土交通省と気象台が共同で太田川はん濫警戒情報を発表したとき。 
オ 大規模な火災・爆発等が発生し、消防機関の活動のみでは十分な応急対策がで

きないと市長が認めたとき。 
カ 市域において大規模な事故災害等が発生したとき。 
キ 災害救助法による救助活動又はこれに準ずる救助活動を必要とする災害が発生

したとき。 
ク 前記のほか、市長が必要と認めたとき。 

第 
二 
次 
体 
制 

ア 災害の規模、被害の程度により、第一次体制では十分な対応ができないと市長
が認めたとき。 

イ 前記のほか、市長が必要と認めたとき。 

第 
三 
次 
体 
制 

ア 市域に震度５弱の地震が発生したとき。 
イ 災害の規模、被害の程度により、第二次体制では十分な対応ができないと市長

が認めたとき。 
ウ 前記のほか、市長が必要と認めたとき。 

第 
四 
次 
体 
制 

ア 市域に震度５強以上の地震が発生したとき。 
イ 気象庁が広島県に「津波」又は「大津波」の津波警報を発表したとき。 
ウ 災害の規模、被害の程度が相当大規模に及ぶおそれがあり、本市の総力をあげ

て対応すべきであると市長が認めたとき。 
エ 前記のほか、市長が必要と認めたとき。 

摘 
 
 

要 

① 下線部は、自動発令とする。 
② 震度は、気象庁の発表震度の最大値とする。 
③ 第４次体制発令時には、原則として平常業務は停止する。 
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第５ 職員の動員《消防局防災課、各局等、各区》 
１ 動員の実施 

⑴ 動員職員の指定 
職員の動員は、災害警戒本部又は災害対策本部の各体制の発令に応じて次の基準によ

り、各局等及び区本部の長が行う。ただし、災害の種類、規模及び程度によっては、こ

の基準以外の部課の職員を指定して動員し、又は動員する職員を加減することができる。  

なお、動員にあたっては、交代制の勤務体制を組むなど、職員の健康に配慮した体制の

整備に努めるものとする。 
 

動    員    基    準 

 

動員の時期 

部          課  ※ 

動員場所 
動 員 の 

連 絡 者 
防災上主要な 

部    課 

(●印の部課) 

防 災 に 特 に 

関 係 の あ る 

部    課 

(▲印の部課) 

防災に関係の 

あ る 部 課 

(■印の部課) 

その他の部課 

(無印の部課) 

災害警戒本部

の設置が発令

された時 

必要な職員    

原則として勤

務場所 

 

（例外） 

① 災害現地 

② あらかじめ

指定された

場所 

原則として

各部課 

（自動参集

の場合を除

く。） 

災害対策本部

第一次体制が

発令された時 

責任ある職員

及び必要な職

員（２名以上） 

必要な職員   

災害対策本部

第二次体制が

発令された時 

責任ある職員

及び必要な職

員（３名以上） 

責任ある職員

及び必要な職

員（３名以上） 

責任ある職員

及び必要な職

員（３名以上） 

 

災害対策本部

第三次体制が

発令された時 

全 員 全 員 

責任ある職員

及び必要な職

員（４名以上） 

責任ある職員

及び必要な職

員（４名以上） 

災害対策本部

第四次体制が

発令された時 

全 員 全 員 全 員 全 員 

※ ●印、▲印、■印は、災害対策本部の分掌事務の表中、所属名の前に付したものをいう。 

⑵ 動員名簿の作成及び職員への周知 
各局等及び区本部の長は、動員の円滑を図るため、体制区分及び動員基準に応じて事

前に動員名簿（様式３－２－１）を備え、平常時から職員に周知徹底を図らなければな

らない。人事異動、居住地の変更等により内容に変更が生じた場合も同様とする。 
なお、動員名簿の作成に当たっては、迅速な初動対応を可能とするため、職位に加え

て、参集時間、参集方法等を考慮し、速やかに参集できる者を優先した計画とするほか、

他の局や区等から応援要請のあった場合に、迅速に対応するため、応援可能な職員を事

前に把握しておくこととする。 
⑶ 動員名簿の報告 

    各局等及び区本部の長は、前号の動員名簿の作成又は見直しを行ったときは、消防局

防災課に報告する。 
２ 動員の方法 

⑴ 勤務時間内の場合 
    体制発令と同時に、平常の勤務から本部体制の用務に切り替えることにより、動員し 17 
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表３－２－１ 災害対策本部の組織及び指揮の大要 

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調

整 

本 部 事 務 局 

各 局 等 

必

要

な

指

示 

市 災 害 対 策 本 部 

 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

各 課 

各 課 

〃 

事 務 局

病  院 ⑶ 

総合リハビリテーションセンター 

 

病院事業局 

各 課 教育委員会事務局 

 本部員会議 

 
副本部長 
 

副 市 長 

本 部 長 （ 市 長 ） 

本部員（各局長等） 

会 計 室 

消 防 局 

水 道 局 

区災害対策本部 

現 地 災 害 対 策 本 部 

本 部 事 務 局 

(区政調整課・地域起こし推進課) 
消 防 団⑻  

消 防 署⑻  各 課 

区 役 所 ⑻ 各班(課)  
本 部 長 ( 区 長 ) 

副 本 部 長 ( 部 長 ) 

市 防 災 会 議 

各 課 企 画 総 務 局 

財 政 局 

健 康 福 祉 局 

下 水 道 局 

道 路 交 通 局 

都 市 整 備 局 

経 済 観 光 局 

環 境 局 

市 民 局 

こ ど も 未 来 局 

市議会事務局 

市選挙管理委員会事務局 

人 事 委 員 会 事 務 局 

監 査 事 務 局 

農 業 委 員 会 事 務 局 
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第３ 土砂災害への対応 
１ 段階に応じた対応 

 段
階 

状    況 本 市 の 対 応 住 民 の 行 動  

第
１
段
階 

【状況把握】 
強い雨が降っている場合 

 気象情報の収集・把握に努める。  テレビ・ラジオ等を通じて気象情報に
気をつける。 

 

       

第
２
段
階 

【注意喚起】 
気象台から大雨注意報が

発表された場合 

１ 気象情報や各地の雨量・出水の
状況等を収集・把握する。 

２ 土砂災害危険区域（過去に災害が

あった場所を含む）の巡視にあた
る。 

３ 防災行政無線等により危険区域
の住民に土砂災害に対する注意喚
起を促す。 

１ がけの斜面からの出水などいつも
と違うところがないか周辺に気をつ
ける。 

２ テレビ・ラジオ等を通じて雨量等の
情報に十分注意する。 

３ 避難の準備を確認する。（持っていく
ものの整理、避難先の確認・確保、家
族との連絡など） 

第
３
段
階 

【自主避難】 
１ 気象台から大雨警報が
発表された場合 

２ 警戒基準雨量を超えた
場合 

３ 前兆現象など身の危険
を感じた場合 

１ 防災行政無線等により、該当地
域の住民に自主避難の呼びかけ
（避難準備情報の伝達）を行う。 

２ 住民から異常通報があった地域
や危険区域への巡視を強化する。 

３ 状況に応じて避難場所を開設する。 

１ テレビ・ラジオ等を通じて、状況の
推移を見守る。 

２ 災害時要援護者等特に避難行動に
時間を要する者は、避難行動を開始す
る。 

３ がけ崩れや河川の氾濫など異常な
現象を発見したときは、区役所や消防
署へ通報する。 

４ あらかじめ決めておいた知人宅等
に早めに自主避難する。※２ 

       

第
４
段
階 

【避難勧告】 
１ 避難基準雨量を超えた場合 
２ 広島地方気象台と広島
県土木局砂防課から土砂
災害警戒情報が発表され
た場合 

３ 巡視等によって危険で
あると判断した場合 

４ 土砂災害緊急情報が通
知された場合 

１ 該当地域に、避難勧告を行う。
※１ 

  危険が迫っている場合には、避
難指示を行うことがある。 

 
 
 
２ 避難場所を開設する。 

１ サイレン等が聞こえたらテレビ・ラ
ジオ等を通じて状況を確認する。 

２ 本市が開設した避難場所又はあらか
じめ決めておいた知人宅等にすぐ避
難する。※２ 

  

 
第
５
段
階 

【災害発生】 
 がけ崩れや土石流が発生
した場合 

１ 救助が必要なときは、消防職員
等が出動する。 

２ 避難場所を開設する。 

１ 遠くへの移動に危険が伴う場合は、
とりあえず安全な場所へ避難し、状況
が落ち着くのを待って、より安全な場
所へ移動する。※３ 

２ 人命に関わる緊急事態が発生した場
合は、119 番をはじめあらゆる手段を
用い、区役所又は消防署へ連絡する。 

 

※１ 避難勧告の伝達は、防災行政無線による本市からの放送のほか、広報車、戸別訪問等可能な方法により
行うとともに、原則としてサイレンの吹鳴を併用する。また、テレビ・ラジオ等の放送機関に協力を求め、
放送依頼する。 

※２ 遠くに避難する場合は、近所の人に避難先を知らせておく。 
※３ 避難できない場合は、①堅固な建築物の上階に移動する、②木造建築物でも上階のしかも山の反対側の

方に移動することにより、少しでも危険性が低くなる。 
なお、洪水ハザードマップ等を活用し、日頃から地域の土砂災害危険箇所や避難場所、避難経路等を確

認しておく。 
２ 避難方法 

 災害発生前 災害発生時 落ち着いた後  
 自主避難 避難勧告    
 警戒基準雨量超 避難基準雨量超    
  自宅・職場など   自宅など   
           緊急避難   
    とりあえずの安全な場所  戻る  
         様子を見て       生活場所が  
          確保できた  
  本市が開設する避難場所[短期避難型]   
      
         自宅の倒壊等 

    により避難 
本市が開設する 

避難場所[滞在型] 
  

      
  各自が確保する知人・親族宅など   
      

約 1 分   約 5 秒   約 1 分 
【サイレン】【休止】【サイレン】 

20 

 

別添資料 

６ページ を 

お開きください。 

 



避難勧告対象区域 

 

別添資料 

７ページ を 

お開きください。 

 
21 



３ 土砂災害に対する警戒基準（自主避難）及び避難基準（避難勧告） 

行 政 区 
避難勧告 

対象区域 
警戒基準雨量 避難基準雨量 

雨量観測所 

所管  観測所  

中 区 
中区北部 

１３０mm １５０mm 
市 中消防署 

中区南部 県砂防 江波 

東 区 

牛田・尾長 １４０㎜ 

１６０㎜ 

〃 牛田早稲田 

戸坂 １５０㎜ 〃 中山新町 

中山・矢賀 

１４０㎜ 

〃 〃 

温品・上温品 市 温品出張所 

福田 県砂防 福木 

馬木 〃 〃 

南  区 

南区北部 
１３０mm １４０mm 

県水防 広島建設局 

南区南部 県砂防 楠那 

似島・金輪島 １６０㎜ １７０㎜ 市 似島消防出張所 

西 区 

西区北東・南東部 １３０㎜ １５０㎜ 〃 西消防署 

西区北西部 １５０㎜ １６０㎜ 県砂防 己斐 

西区南西部 １１０㎜ １３０㎜ 〃 井口台 

安佐南区 

祇園・西原・長束 

１３０㎜ 

１４０mm 市 祇園消防出張所 

山本 
１５０㎜ 

県砂防 祇園山本 

安古市 市 上安消防出張所 

佐東 １５０mm １６０mm 〃 安佐南消防署 

伴 １００mm 

１３０mm 

〃 沼田消防出張所 

奥畑 
１２０mm 

県砂防 奥畑 

戸山 市 戸山分団阿戸車庫 

安佐北区 

高陽西部 

１４０㎜ 
１５０㎜ 

〃 口田分団矢口車庫 

高陽北部 〃 高陽消防出張所 

高陽東部 〃 狩小川分団湯坂車庫 

可部南部 １６０㎜ 県砂防 上原 

可部東部 
１２０㎜ １４０㎜ 

〃 〃 

三入 市 三入分団桐原車庫 

三田 
１１０㎜ 

１３０㎜ 

〃 三田分団畑車庫 

高南 県砂防 白木 

井原・志屋 
１２０㎜ 

市 志屋分団梶名車庫 

大林 

１４０㎜ 

〃 大林分団大杉車庫 

南原 
１３０㎜ 

県砂防 堂免橋 

綾ケ谷 市 亀山分団大畑車庫 

可部西部 １５０㎜ １７０㎜ 〃 亀山分団亀山車庫 

勝木 

１３０㎜ 

１６０㎜ 

〃 亀山分団亀山西車庫 

日浦・筒瀬 県砂防 日浦 

久地 市 久地分団久地車庫 

小河内 １５０㎜ 〃 小河内分団堂原河内車庫 

飯室 １６０㎜ 〃 安佐消防出張所 

鈴張 １５０㎜ 〃 鈴張分団鈴張西車庫 

安 芸 区 

船越 １３０㎜ １４０㎜ 〃 安芸区役所 

中野・畑賀 １４０㎜ １６０㎜ 〃 安芸区中野出張所 

瀬野 
１３０㎜ １５０㎜ 

〃 瀬野分団中原車庫 

阿戸 〃 安芸区阿戸出張所 

矢野 １４０㎜ １６０㎜ 〃 安芸区矢野出張所 

佐 伯 区 

五日市南東部 １１０㎜ １３０㎜ 〃 佐伯消防署 

五日市南西部 １３０㎜ １５０㎜ 県砂防 五日市観音 

五日市北東部 １００㎜ １３０㎜ 〃 五月が丘 

五日市北西部 １４０㎜ １６０㎜ 〃 彩が丘 

水内 
１１０㎜ 

１３０㎜ 市 水内分団堂原車庫 

上水内 １４０㎜ 県砂防 菅沢 

砂谷 １３０㎜ １６０㎜ 〃 杉並台 

（注）基準雨量は、実効雨量（７２時間半減期）である。 
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